
8

発
行
　
岡
山
市
議
会
　
岡
山
市
大
供
一
丁
目
一
│
一�

編
集
　
市
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会�

T
E
L
 (

０
８
６) 

８
０
３
│
１
５
３
５
�

F
A
X
 (

０
８
６) 

２
３
３
│
１
１
８
６
�

編
集
後
記�

  

平
成
15
年
の
幕
が
開
け
、
本
市

議
会
に
と
っ
て
節
目
と
な
る
改
選

の
年
を
迎
え
ま
し
た
。�

　
さ
て
、
平
成
14
年
11
月
定
例
会

で
は
、
合
併
・
政
令
指
定
都
市
移

行
や
多
目
的
ド
ー
ム
の
管
理
運
営

委
託
の
問
題
な
ど
市
政
の
重
要
課

題
に
つ
い
て
活
発
な
論
戦
を
繰
り

広
げ
ま
し
た
。�

　
市
議
会
だ
よ
り
第
二
十
六
号
で

は
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
お

伝
え
し
ま
す
。
ご
一
読
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。�

を
持
た
な
い
が
、
守
備
範
囲
の
中
で

児
童
福
祉
の
レ
ベ
ル
向
上
に
努
め
た�

い
。�

���

　
問
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
待

機
者
が
多
く
、
入
所
が
困
難
な
状
況

に
な
っ
て
い
る
が
、
利
用
者
の
立
場

に
立
っ
た
入
所
基
準
の
策
定
を
。�

　
答
　
現
在
、
県
や
市
町
村
、
施
設

関
係
者
と
入
所
の
指
針
作
成
勉
強
会

を
設
置
し
、
公
平
・
透
明
性
を
確
保

す
る
た
め
の
指
針
づ
く
り
を
行
っ
て

お
り
、
平
成
15
年
度
か
ら
導
入
す
る

予
定
だ
。
指
針
で
は
、
要
介
護
度
に

加
え
、
日
常
生
活
の
自
立
度
等
を
点

数
化
し
て
総
合
点
で
判
定
す
る
。
ま�

た
、
各
施
設
で
の
基
準
を
明
文
化
し

公
表
す
る
と
と
も
に
、
決
定
の
際
に�

は
、
第
三
者
委
員
の
入
っ
た
合
議
制

の
入
所
検
討
委
員
会
の
設
置
等
を
検

討
し
て
い
る
。�

���

　
問
　
現
在
、
市
の
職
員
で
対
応
し

て
い
る
Ｄ
Ｖ
相
談
二
十
四
時
間
ほ
っ

と
ラ
イ
ン
に
、
専
門
員
を
配
置
し
て�

は
。�

　
答
　
平
成
14
年
11
月
末
時
点
で
、

日
中
の
相
談
件
数
が
二
百
四
十
二
件
、

夜
間
等
の
緊
急
対
応
が
二
十
一
件
で
、

そ
の
う
ち
六
件
の
緊
急
一
時
保
護
を

行
う
な
ど
ニ
ー
ズ
が
高
く
な
っ
て
い�

る
。
特
に
夜
間
の
重
要
性
が
高
い
実

態
を
考
え
る
と
、
現
状
で
は
迅
速
か

つ
安
全
な
身
柄
確
保
や
避
難
先
確
保

は
困
難
と
考
え
て
お
り
、
15
年
度
予

算
に
お
い
て
持
続
可
能
な
体
制
の
具

体
的
検
討
に
入
っ
て
い
る
。�
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問
　
中
央
図
書
館
の
駐
車
場
を
有

料
化
す
る
方
針
が
出
さ
れ
た
が
①
そ

の
理
由
は
②
利
用
料
は
。�

　
答
　
①
岡
輝
公
民
館
（
仮
称
）
の

建
設
を
機
に
、
中
央
図
書
館
、
二
日

市
ス
ポ
ー
ツ
広
場
等
の
四
駐
車
場
を

相
互
利
用
で
き
る
よ
う
一
体
的
に
整

備
す
る
こ
と
で
、
混
雑
の
解
消
や
不

法
駐
車
の
排
除
等
を
進
め
、
利
用
者

の
利
便
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、

収
益
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い

②
最
初
の
九
十
分
ま
で
無
料
、
以
後

六
十
分
ご
と
に
百
円
を
考
え
て
い
る
。

今
後
も
、
駐
車
場
の
確
保
や
維
持
管

理
に
経
費
を
伴
う
場
合
は
、
利
用
者

に
一
定
の
負
担
を
お
願
い
し
た
い
。�

�

���

　
問
　
新
し
い
公
民
館
づ
く
り
に
向

け
①
開
館
時
間
の
延
長
や
利
用
時
間

帯
の
見
直
し
を
②
登
録
保
育
園
等
の

活
動
支
援
の
た
め
使
用
料
の
減
免
を
。�

　
答
　
①
午
後
九
時
ま
で
の
開
館
時

間
を
、
必
要
に
応
じ
十
時
ま
で
延
長

で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、

午
後
一
時
〜
三
時
と
三
時
三
十
分
〜

五
時
三
十
分
の
区
分
の
追
加
を
考
え

て
お
り
、
市
民
本
位
の
運
営
に
努
め

た
い
②
登
録
保
育
園
の
使
用
料
は
免

除
の
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。
今
後

も
地
域
諸
団
体
等
の
協
力
の
中
で
、

活
動
内
容
に
よ
り
適
否
を
判
断
し
た�

い
。�

���

　
問
　
百
間
川
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
の

整
備
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
①
施
工

計
画
は
②
完
成
後
に
市
民
マ
ラ
ソ
ン

を
開
催
し
て
は
。�

　
答
　
①
全
長
約
十
一
キ
ロ
メ
ー
ト�

ル
、
幅
四
メ
ー
ト
ル
の
簡
易
舗
装
で
、

平
成
17
年
度
の
完
成
を
目
指
し
て
お�

り
、
14
年
度
は
県
市
合
わ
せ
て
六
・

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
整
備
し
、
一
部

供
用
す
る
②
コ
ー
ス
幅
の
関
係
か
ら

タ
イ
ム
レ
ー
ス
に
は
向
か
な
い
が
、

完
走
を
目
指
す
市
民
的
な
大
会
等
の

開
催
は
有
望
と
考
え
て
い
る
。�

��

　
２
月
定
例
会
は
２
月
５
日
�
か
ら

２
月
21
日
�
ま
で
開
催
の
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

  市民の代表を選ぶ市議会議員選

挙や市長選挙等は、明るく公平に

行われなければなりません。�

　このため、公職選挙法では選挙

や日ごろの政治活動にさまざまな

ルールを設けています。�

�

①政治家（候補者、候補者になろ

うとする者及び現に公職にある

者）は、選挙区内にある者に対

して寄付をすると処罰されます。�

②有権者が、威迫して、あるいは

政治家を陥れる目的で寄付を求

めると処罰されます。�

③後援団体が、選挙区内にある者

に対して、花輪、香典、祝儀な

どを出すと処罰されます。�

④政治家は、自筆による答礼を除

き、選挙区内にある者に対して

年賀状等のあいさつ状を出すこ

とが禁じられています。�

⑤ポスターの破棄や演説の妨害な

ど、不正な方法で選挙活動を妨

害すると処罰されます。�

3月23日は�
市長・市議会議員選挙です�
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